
新温泉町森林環境保全事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、森林の有する多面的機能の発揮と林業の振興を図ることを目的

として、必要な経費に対して予算の範囲内で新温泉町森林環境保全事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付することについて、新温泉町補助金等交付規則（平

成17年新温泉町規則第40号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 自伐型林業者等 所有又は管理する森林において、その規模にかかわらず、

森林の経営又は管理を自らが行う個人又は団体をいう。ただし、森林組合法（昭

和53年法律第36号）に規定する森林組合は除く。 

(２) 森林経営計画 森林法（昭和26年法律第249号。以下「法」という。）第11

条に規定する森林経営計画をいう。 

(３) 生活保全林 林縁からおおむね30メートル以内の範囲において、倒木等の危

険防止や野生動物の被害の軽減のために整備を必要とし、かつ、集落又は道路等

の保全すべき対象に隣接する森林をいう。 

(４) 危険木 気象害、枯損及び過度な成長により倒木等の危険性が高く、人家、

集会所又は道路周辺等に存在し、人命、財産又は公益的構造物に被害を及ぼすお

それがある立木竹をいう。 

(５) 間伐率 育成しようとする森林の立木本数に占める間伐本数の割合をいう。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は別表に掲げるとおり

とし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、申請年度内に補助事

業が完了するものに限るものとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、新温泉町

森林環境保全事業補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならな

い。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表により算出した額とする。ただ

し、補助事業を請負に付して実施した支払総額（以下「実行経費」という。）が、

別表により算出した額を下回る場合は、実行経費を補助金の額とする。 

２ 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てるものとする。 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、第４条の規定による交付の申請があった場合は、その内容を審査し、



補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、新温

泉町森林環境保全事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知す

るものとする。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると

認めるときは、条件を付すことができる。 

（事業の変更等） 

第７条 前条第１項の規定による交付の決定通知を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、事業の変更等に係る承認を受けようとするときは、新温泉町森林環境

保全事業補助金変更承認申請書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の事業の変更等に係る承認を必要とするものは、次のいずれかに該当する場

合とする。 

(１) 交付の決定を受けた事業の中止 

(２) 補助金の額の増額又は３割を超える減額 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに新温泉町森林環境保全事業

補助金実績報告書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第９条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付を決定し

た補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは

一部を返還させることができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(３) 交付の決定を受けた事業を中止、又は廃止したとき。 

(４) 事業完了の翌年度から起算して10年以内に、補助金の対象とした林地を皆伐

し、又は他の用途に転用しようとする場合。ただし、公用若しくは公共用又は天

災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができる。 

(５) その他町長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。 

（報告又は調査） 

第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に

調査を行わせることができる。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表（第３条、第５条関係） 

事

業 

区分 補助対 

象者 

補助対象経費 基準 補助率等 

森

林

整

備

支

援

事

業 

搬出間伐 森林所有

者、自伐

型林業者

等 

森林経営計画の策

定困難な人工林の

搬出間伐に要する

経費 

間伐面積 0.1ｈ

ａ以上 

間伐率15％以上

30％未満 

430,000 円

／ｈａ 

切捨て間

伐 

森林所有

者、自伐

型林業者

等 

森林経営計画の策

定困難な人工林の

切捨て間伐に要す

る経費 

間伐面積 0.1ｈ

ａ以上 

間伐率25％以上

35％未満 

165,000 円

／ｈａ 

作業道開

設 

森林所有

者、自伐

型林業者

等 

幅員1.5ｍ以上、

2.5ｍ以下の林内

作業道の開設に要

する経費 

幅員 1.5ｍ以上

2.0ｍ未満 

2,000 円 ／

ｍ 

幅員 2.0ｍ以上

2.5ｍ未満 

2,500 円 ／

ｍ 

作業道路

面整備 

森林所有

者、自伐

型林業者

等 

開設後５年を経過

した幅員1.5ｍ以

上、2.5ｍ以下の

林内作業道の路面

整備に要する経費 

幅員 1.5ｍ以上

2.0ｍ未満 

200円／ｍ 

幅員 2.0ｍ以上

2.5ｍ未満 

250円／ｍ 

生活保全

林整備 

自治会等 集落周辺の森林林

縁部における立木

の伐採を含む緩衝

帯（バッファゾー

ン）の設置に要す

る経費 

＊補助対象者によ

る自力施工は認め

ない。 

奥行き 30 ｍ 程

度、 0.3ｈａ以

上 

補 助 率 100

分の100 

限度額 

1,000,000

円 

 

危険木伐

採 

自治会等 危険木の伐採、片

付け等に要する経

費 

危険木が倒れる

ことにより、人

命、財産及び公

補 助 率 100

分の90 

限度額 



＊補助対象者によ

る自力施工は認め

ない。 

益的構造物に被

害を与えるおそ

れのある胸高直

径が20ｃｍ以上

の立木竹の伐採 

900,000円 

担

い

手

育

成

支

援

事

業 

研修費補

助 

森 林 組

合、町内

に住所を

有する林

業経営体 

林業・木材産業の

業務に必要な資格

取得のために要す

る研修費及び旅費 

新規就業者 の

内、次の要件を

いずれも満たす

もので、その他

の補助金等を活

用していないも

の 

(１) おおむね

年間 150日以上

林業に従事して

いること又は従

事することが確

実に見込まれる

こと。 

(２) 就業後３

年以内の者 

補 助 率 100

分の100 

 

安全装具

補助 

補助対象者が新規

就業者に使用させ

るために新品で購

入する林業機械、

器具、その他これ

らに類する物品の

購入費 

補 助 率 100

分の50 

限度額 

30,000円／

人 

木

質

バ

イ

オ

マ

ス

利

用

支

援

事

業 

薪ストー

ブ、ペレ

ットスト

ーブ設置 

町民、町

内の事業

所、自治

会等 

ストーブの設置に

要する経費 

薪又はペレット

を燃料として使

用するストーブ

であって、本体

価格が５万円以

上かつ未使用品

であること。 

補 助 率 100

分の30 

限度額 

100,000 円

／台 

薪ボイラ

ー、ペレ

ットボイ

ラー設置 

町民、町

内の事業

所、自治

会等 

ボイラーの設置に

要する経費 

薪又はペレット

を燃料として使

用するボイラー

であって、本体

価格が８万円以

上かつ未使用品

であること。 

補 助 率 100

分の30 

限度額 

200,000 円

／台 



 


